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(57)【要約】
【課題】絶縁表面を有する基板を用いる場合に生じうる
課題を解決した半導体装置を提供することを目的の一と
する。
【解決手段】絶縁表面を有するベース基板と、絶縁表面
上の導電層と、導電層上の絶縁層と、絶縁層上の、チャ
ネル形成領域、第１の不純物領域、第２の不純物領域、
およびチャネル形成領域と第２の不純物領域の間の第３
の不純物領域と、を有する半導体層と、半導体層を覆う
ゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上のゲート電極と、第１
の不純物領域に電気的に接続された第１の電極と、第２
の不純物領域に電気的に接続された第２の電極とを有し
、導電層は所定の電位に保持される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボンド基板にイオンを添加することにより、前記ボンド基板中に脆化領域を形成し、
　絶縁表面を有するベース基板の一表面に導電層を形成し、
　前記ボンド基板と前記ベース基板を、絶縁層を介して貼り合わせ、
　前記ボンド基板を加熱して、前記ボンド基板を前記脆化領域において分離することによ
り、前記ベース基板上に、前記導電層、前記絶縁層、および半導体層の積層構造を形成し
、
　前記半導体層をパターニングして、島状の半導体層を形成し、
　前記島状の半導体層を覆うようにゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート絶縁層上にゲート電極を形成し、
　前記島状の半導体層に選択的に不純物元素を添加して、チャネル形成領域、第１の不純
物領域、第２の不純物領域、および前記チャネル形成領域と前記第２の不純物領域の間の
第３の不純物領域を形成し、
　前記第１の不純物領域に電気的に接続する第１の電極と、前記第２の不純物領域に電気
的に接続する第２の電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　ボンド基板にイオンを添加することにより、前記ボンド基板中に脆化領域を形成し、
　前記ボンド基板の一表面に第１の絶縁層を形成し、前記第１の絶縁層上に導電層を形成
し、前記導電層上に第２の絶縁層を形成し、
　絶縁表面を有するベース基板の一表面に第３の絶縁層を形成し、
　前記ボンド基板と前記ベース基板を、前記第２の絶縁層および前記第３の絶縁層を介し
て貼り合わせ、
　前記ボンド基板を加熱して、前記ボンド基板を前記脆化領域において分離することによ
り、前記ベース基板上に、前記第３の絶縁層、前記第２の絶縁層、前記導電層、前記第１
の絶縁層、および半導体層の積層構造を形成し、
　前記半導体層をパターニングして、島状の半導体層を形成し、
　前記島状の半導体層を覆うようにゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート絶縁層上にゲート電極を形成し、
　前記島状の半導体層に選択的に不純物元素を添加して、チャネル形成領域、第１の不純
物領域、第２の不純物領域、および前記チャネル形成領域と前記第２の不純物領域の間の
第３の不純物領域を形成し、
　前記第１の不純物領域に電気的に接続される第１の電極と、前記第２の不純物領域に電
気的に接続される第２の電極とを形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記ボンド基板の一表面に第１の絶縁層を形成する前、前記第１の絶縁層を形成した後
、前記導電層を形成した後、または前記第２の絶縁層を形成した後のいずれかにおいて、
前記ボンド基板に前記イオンを添加して前記脆化領域を形成することを特徴とする半導体
装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記脆化領域を形成する前に、前記ボンド基板の一表面に保護絶縁層を形成することを
特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記ボンド基板は、単結晶シリコン基板または単結晶炭化シリコン基板であることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　絶縁表面を有するベース基板と、
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　前記絶縁表面上の導電層と、
　前記導電層上の絶縁層と、
　前記絶縁層上の、チャネル形成領域、第１の不純物領域、第２の不純物領域、および前
記チャネル形成領域と前記第２の不純物領域の間の第３の不純物領域と、を有する半導体
層と、
　前記半導体層を覆うゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層上のゲート電極と、
　前記第１の不純物領域に電気的に接続された第１の電極と、前記第２の不純物領域に電
気的に接続された第２の電極とを有し、
　前記導電層は所定の電位に保持されることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項６において
　前記半導体層は、単結晶シリコン層または単結晶シリコン炭化物層であることを特徴と
する半導体装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７において、
　前記所定の電位は、接地電位であることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項６乃至請求項８のいずれか一において、
　前記第１の不純物領域および前記第２の不純物領域における不純物濃度が１×１０１９

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であり、
　前記第３の不純物領域における不純物濃度が５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であ
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至請求項９のいずれか一において、
　前記絶縁層の厚さは５μｍ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項６乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記チャネル形成領域と前記導電層とは、電気的に接続されていることを特徴とする半
導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
開示する発明の技術分野は、半導体装置およびその作製方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、バルク状のシリコンウエハに代わり、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌ
ａｔｏｒ）基板を使った集積回路が開発されている。絶縁層上に形成された薄い単結晶シ
リコン層の特長を生かすことで、集積回路中のトランジスタ同士を完全に分離して形成す
ることができ、またトランジスタを完全空乏型とすることができるため、高集積、高速駆
動、低消費電力など付加価値の高い半導体集積回路が実現できる。このような、ＳＯＩ基
板を使ったＬＳＩの開発においては、多層配線技術を用いてチップの面積を縮小すること
により、動作周波数を向上し、処理能力の向上が実現されている。
【０００３】
このようなＳＯＩ基板の製造方法として、スマートカット法を用いて単結晶シリコン層を
ガラスからなる支持基板上に形成する方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）
。ガラス基板はシリコンウエハと比較して大面積化が容易であり、かつ、安価であるため
、ガラス基板をベース基板として用いることにより、大面積で安価なＳＯＩ基板を作製す
ることが可能となる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１６３３６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上述のように、ガラス基板をベース基板として用いる場合には、大面積かつ安価であると
いう特徴を生かして、半導体装置を低コストに提供することができるというメリットがあ
る。
【０００６】
一方で、ガラス基板をベース基板として用いる場合には、ガラス基板が絶縁材料からなる
ことに起因して様々な問題が生じうる。例えば、ＳＯＩ基板の構造として、ガラス基板と
、ガラス基板上の絶縁層と、絶縁層上の半導体層、という積層構造を採用する場合には、
半導体層下部の絶縁領域の厚さは、絶縁層の厚さとガラス基板の厚さとの和になるため、
半導体層下部の絶縁領域の厚さは、シリコンウエハ上に形成した絶縁層の厚さと比較する
と著しく大きくなる。これにより、シリコンなどの基板を用いる場合には予想されない問
題が生じうる。
【０００７】
上述に鑑み、本明細書等（少なくとも、特許請求の範囲、明細書、図面を含む）において
開示する発明の一態様では、ガラス基板をはじめとする絶縁表面を有する基板を用いる場
合に生じうる課題を解決した半導体装置を提供することを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
開示する発明の一態様では、絶縁表面を有する基板上に、導電層と絶縁層と半導体層とが
積層された構造の基板を用いて半導体装置を作製する。
【０００９】
例えば、開示する発明の一態様に係る半導体装置の作製方法では、ボンド基板にイオンを
添加することにより、ボンド基板中に脆化領域を形成し、絶縁表面を有するベース基板の
一表面に導電層を形成し、ボンド基板とベース基板を、絶縁層を介して貼り合わせ、ボン
ド基板を加熱して、ボンド基板を脆化領域において分離することにより、ベース基板上に
、導電層、絶縁層、および半導体層の積層構造を形成し、半導体層をパターニングして、
島状の半導体層を形成し、島状の半導体層を覆うようにゲート絶縁層を形成し、ゲート絶
縁層上にゲート電極を形成し、島状の半導体層に選択的に不純物元素を添加して、チャネ
ル形成領域、第１の不純物領域、第２の不純物領域、およびチャネル形成領域と第２の不
純物領域の間の第３の不純物領域を形成し、第１の不純物領域に電気的に接続する第１の
電極と、第２の不純物領域に電気的に接続する第２の電極を形成することを特徴とする。
【００１０】
また、開示する発明の一態様に係る半導体装置の作製方法では、ボンド基板にイオンを添
加することにより、ボンド基板中に脆化領域を形成し、ボンド基板の一表面に第１の絶縁
層を形成し、第１の絶縁層上に導電層を形成し、導電層上に第２の絶縁層を形成し、絶縁
表面を有するベース基板の一表面に第３の絶縁層を形成し、ボンド基板とベース基板を、
第２の絶縁層および第３の絶縁層を介して貼り合わせ、ボンド基板を加熱して、ボンド基
板を脆化領域において分離することにより、ベース基板上に、第３の絶縁層、第２の絶縁
層、導電層、第１の絶縁層、および半導体層の積層構造を形成し、半導体層をパターニン
グして、島状の半導体層を形成し、島状の半導体層を覆うようにゲート絶縁層を形成し、
ゲート絶縁層上にゲート電極を形成し、島状の半導体層に選択的に不純物元素を添加して
、チャネル形成領域、第１の不純物領域、第２の不純物領域、およびチャネル形成領域と
第２の不純物領域の間の第３の不純物領域を形成し、第１の不純物領域に電気的に接続さ
れる第１の電極と、第２の不純物領域に電気的に接続される第２の電極を形成することを
特徴とする。なお、当該一態様において、ボンド基板にイオンを添加することによる脆化
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領域の形成は、ボンド基板の一表面に第１の絶縁層を形成する前、第１の絶縁層を形成し
た後、導電層を形成した後、または第２の絶縁層を形成した後のいずれにおいて行っても
良い。
【００１１】
なお、上記において、脆化領域を形成する前に、ボンド基板の一表面に保護絶縁層を形成
しても良い。なお、ボンド基板は、単結晶シリコン基板または単結晶炭化シリコン基板で
あることが望ましい。
【００１２】
開示する発明の一態様に係る半導体装置は、絶縁表面を有するベース基板と、絶縁表面上
の導電層と、導電層上の絶縁層と、絶縁層上の、チャネル形成領域、第１の不純物領域、
第２の不純物領域、およびチャネル形成領域と第２の不純物領域の間の第３の不純物領域
と、を有する半導体層と、半導体層を覆うゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上のゲート電極
と、第１の不純物領域に電気的に接続された第１の電極と、第２の不純物領域に電気的に
接続された第２の電極とを有し、導電層は所定の電位に保持されることを特徴とする。
【００１３】
なお、上記において、半導体層は、単結晶シリコン層または単結晶シリコン炭化物層であ
ることが望ましい。また、所定の電位は、接地電位であることが望ましい。
【００１４】
また、上記において、第１の不純物領域および第２の不純物領域における不純物濃度が１
×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であり、第３の不純物領域における不純物濃度が５×
１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であることが望ましい。また、絶縁層の厚さは５μｍ以
下であることが望ましい。
【００１５】
なお、上記において、チャネル形成領域と導電層とは、電気的に接続されていても良い。
【発明の効果】
【００１６】
本明細書等において開示する発明の一態様により、絶縁表面を有する基板を用いて半導体
装置を作製する場合であっても、オン電流の低下抑制とドレイン耐圧の向上を両立させる
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】半導体装置について示す図である。
【図２】計算機シミュレーションの結果を示す図である。
【図３】半導体基板の作製方法について示す図である。
【図４】半導体装置の作製方法について示す図である。
【図５】半導体装置の作製方法について示す図である。
【図６】半導体基板の作製方法について示す図である。
【図７】半導体装置について示す図である。
【図８】半導体基板の作製方法について示す図である。
【図９】半導体装置の作製方法について示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、発明は以下に示す実施
の形態の記載内容に限定されず、本明細書等において開示する発明の趣旨から逸脱するこ
となく形態および詳細を様々に変更し得ることは当業者にとって自明である。また、異な
る実施の形態に係る構成は、適宜組み合わせて実施することが可能である。なお、以下に
説明する発明の構成において、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号を
用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００１９】
（実施の形態１）
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本実施の形態では、開示する発明の一態様である半導体装置およびその作製方法の一例に
ついて、図１乃至図５を参照して説明する。より具体的には、図１および図２を用いて半
導体装置の一例であるトランジスタについて説明し、図３を用いて、半導体装置に用いる
半導体基板の作製方法について説明し、図４および図５を用いて半導体装置の一例である
トランジスタの作製方法について説明する。なお、本実施の形態において説明するトラン
ジスタは、大電圧、大電流用途向けに用いるのが望ましいが、開示する発明の用途はこれ
に限定されない。
【００２０】
図１には、半導体装置の一例であるトランジスタを示す。ここで、図１（Ａ）は断面図で
あり、図１（Ｂ）は平面図である。なお、図１（Ａ）は図１（Ｂ）のＡ－Ｂにおける断面
を表している。また、図１（Ｂ）においては簡単のため、構成要素の一部を省略して表現
している。
【００２１】
図１に示すトランジスタ１８０は、絶縁表面を有するベース基板１００上に形成されてい
る。ここで、トランジスタ１８０とベース基板１００との間には、ベース基板１００側か
ら順に、導電層１０２、絶縁層１０４、および絶縁層１１４が形成されている。
【００２２】
トランジスタ１８０は、ゲート電極１５４、高濃度不純物領域１６２（第１の不純物領域
）、高濃度不純物領域１６４（第２の不純物領域）、低濃度不純物領域１６６（第３の不
純物領域）、チャネル形成領域１６８、電極１７２、電極１７４などを有する。ゲート電
極１５４は、ゲート絶縁層１５２を介してチャネル形成領域１６８に電圧を印加する機能
を有する。高濃度不純物領域１６２、高濃度不純物領域１６４、低濃度不純物領域１６６
、チャネル形成領域１６８はいずれも半導体材料を用いて形成される。素子特性の観点か
らは、単結晶半導体を用いることが好ましい。また、高濃度不純物領域１６２、高濃度不
純物領域１６４、低濃度不純物領域１６６には、一導電型を付与する不純物元素が添加さ
れている。なお、上記の高濃度不純物領域や低濃度不純物領域における不純物濃度は任意
であるが、トランジスタ１８０のオン電流を一定以上に保つという観点からは、低濃度不
純物領域１６６においても、ある程度の濃度で不純物元素が添加されていることが望まし
い。
【００２３】
また、チャネル形成領域に不純物元素が添加されていても良い。例えば、上記の高濃度不
純物領域や低濃度不純物領域の導電型とは反対の導電型を付与する不純物元素を添加する
ことができる。もちろん、必要な場合には、上記の高濃度不純物領域や低濃度不純物領域
の導電型と同じ導電型を付与する不純物元素を添加しても良い。
【００２４】
高濃度不純物領域１６２（第１の不純物領域）とチャネル形成領域１６８は隣接しており
、チャネル形成領域１６８は低濃度不純物領域１６６と隣接しており、低濃度不純物領域
１６６は高濃度不純物領域１６４と隣接している。さらに、高濃度不純物領域１６２は電
極１７２と電気的に接続しており、高濃度不純物領域１６４は電極１７４と電気的に接続
している。ここで、低濃度不純物領域はチャネル形成領域１６８と高濃度不純物領域１６
２との間に設けることもできるが、オン電流確保の観点からは、ドレインとして機能する
高濃度不純物領域側にのみ設けることが好ましい。
【００２５】
なお、上記においては電極の称呼を用いているが、電極は配線の一部である場合があるか
ら、電極と配線との区別は便宜的なものに過ぎない。このように、電極または配線は同一
物を指す場合があるから、電極または配線をこれらの称呼に限定して解釈する必要はない
。
【００２６】
高濃度不純物領域１６２は、トランジスタ１８０のソース領域として機能し、電極１７２
はトランジスタ１８０のソース電極として機能する。また、高濃度不純物領域１６４は、
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トランジスタ１８０のドレイン領域として機能し、電極１７４はトランジスタ１８０のド
レイン電極として機能する。高濃度不純物領域１６４とチャネル形成領域１６８の間に存
在する低濃度不純物領域１６６は、高濃度不純物領域１６４とチャネル形成領域１６８の
間の電界を緩和する機能を有している。このように、トランジスタ１８０では、低濃度不
純物領域１６６を設けることで、インパクトイオン化に起因するアバランシェ降伏を抑制
し、ドレイン耐圧を向上させている。
【００２７】
さらに、開示する発明の一態様では、トランジスタ１８０の下部に導電層１０２を有して
いる。これにより、低濃度不純物領域１６６における電界の緩和をより好適に行うことが
可能になる。なお、導電層１０２は、所定の電位に保たれていることが望ましい。導電層
１０２をフローティングとする場合には、トランジスタ１８０に印加される電圧などに起
因して、トランジスタ特性が変動するおそれがあるためである。所定の電位としては、た
とえば、接地電位がある。
【００２８】
ここで、計算機シミュレーションによる効果の検証結果を図２に示す。ソフトウエアとし
て、二次元デバイスシミュレータであるｓｅｎｔａｕｒｕｓ　ｄｅｖｉｃｅ（ｓｙｎｏｐ
ｓｙｓ社）を用いた。また、生成再結合モデルとして、ＳＲＨモデルおよびインパクトイ
オン化モデル（Ｂｏｌｏｇｎａ　ｉｍｐａｃｔ　ｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ）を
用いた。トランジスタとしては、単結晶シリコンを用いたｎチャネル型のトランジスタを
想定し、単結晶シリコンの厚さを１４０ｎｍ、ゲート絶縁層の厚さを１００ｎｍ、チャネ
ル長（チャネル形成領域のキャリア移動方向の長さ）を１０μｍ、チャネル幅（チャネル
形成領域のキャリア移動方向と垂直な方向の長さ）を８μｍ、低濃度不純物領域の長さ（
キャリア移動方向の長さ）を２μｍ、低濃度不純物領域の不純物濃度を１×１０１７ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３、高濃度不純物領域（ドレイン領域）の不純物濃度を１×１０２０ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ３とした。
【００２９】
図２（Ａ）には、単結晶シリコン層の下部に絶縁層（酸化シリコン：ＳｉＯ２）が０．５
μｍの厚さで存在し、その下部に導電層が設けられ、さらにその下部がベース基板（酸化
シリコン：ＳｉＯ２）である場合の等電位線（ドレイン電圧は５０Ｖ）を示す。また、図
２（Ｂ）には、単結晶シリコン層の下部が全て酸化シリコン（厚さ７００μｍ）である場
合の等電位線（ドレイン電圧は３０Ｖ）を示す。図２（Ａ）および図２（Ｂ）において、
等電位線は２Ｖ間隔で示されている。
【００３０】
図２（Ｂ）では、厚さ７００μｍの酸化シリコンを一層のみ設ける場合の計算結果を示し
ているが、これは、ベース基板（酸化シリコン）と絶縁層（酸化シリコン）をまとめて一
層として考えているためである。なお、図２（Ａ）において、導電層の電位は接地電位（
０Ｖ）とした。また、図２（Ｂ）においては、酸化シリコンの裏面側の電位を接地電位（
０Ｖ）とした。つまり、ベース基板裏面の電位が接地電位である場合を想定した。なお、
本実施の形態において裏面とは、単結晶シリコン層が設けられている側と反対側の表面を
いうものとする。
【００３１】
上述の結果から、単結晶シリコン層下部に導電層を設ける場合（図２（Ａ）参照）には、
チャネル形成領域と低濃度不純物領域の接合領域付近、および低濃度不純物領域と高濃度
不純物領域の接合領域付近において等電位線の間隔が概ね等しくなっており、電界が緩和
されている様子が分かる。一方で、単結晶シリコン層下部に導電層を設けない場合（図２
（Ｂ）参照）には、チャネル形成領域と低濃度不純物領域の接合領域付近に等電位線が集
中しており、接合領域の周辺に電界が集中していることが分かる。このため、ドレイン電
圧が２０Ｖも異なるにも関わらず、図２（Ａ）と図２（Ｂ）とでは、チャネル形成領域と
低濃度不純物領域の接合領域付近での電界が同程度になっている。
【００３２】
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図２（Ｂ）に示すように、一の接合領域（この場合、チャネル形成領域と低濃度不純物領
域の接合領域）の周辺に電界が集中する場合、ドレイン電圧が小さくともインパクトイオ
ン化が生じることになる。つまり、ドレイン耐圧が低下することになる。そこで、図２（
Ａ）に示すように半導体層の下部に導電層を設けることで、接合領域周辺での電界を緩和
し、ドレイン耐圧を向上させることができる。
【００３３】
以上のように、ベース基板１００と絶縁層１０４の間に導電層１０２を設けることにより
、電界の集中を低減して、トランジスタ１８０のドレイン耐圧をより一層向上させること
が可能である。
【００３４】
なお、低濃度不純物領域における不純物濃度を低くする場合（例えば、１×１０１６ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３未満とする場合）には、チャネル形成領域と高濃度不純物領域との間に導
電性が比較的低い領域が形成されることになるから、導電層を形成しなくとも電界の集中
を緩和することが可能である。しかし、このように低濃度不純物領域における不純物濃度
を低くする場合には、トランジスタ動作時の抵抗が高まるため、オン電流が低下すること
になる。
【００３５】
本明細書等において開示する発明の一態様では、ベース基板１００と絶縁層１０４の間に
導電層１０２を設けることで、低濃度不純物領域における不純物濃度を低下させることな
くドレイン耐圧を向上させることができる。つまり、絶縁表面を有する基板をベース基板
として用いる場合に生じる、オン電流の低下抑制とドレイン耐圧の向上の両立という課題
を解決することができる。なお、オン電流の低下を抑制するためには、低濃度不純物領域
の不純物濃度は、例えば、５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上とすればよい。
【００３６】
次に、半導体装置に用いる半導体基板の作製方法について図３を参照して説明する。
【００３７】
まず、ベース基板１００を用意する（図３（Ａ）参照）。ベース基板１００としては、液
晶表示装置などに使用されている透光性を有するガラス基板を用いることができる。ガラ
ス基板としては、歪み点が５８０℃以上７５０℃以下（好ましくは、６００℃以上）であ
るものを用いると良い。もちろん、ガラス基板の耐熱性が許す場合にはこの限りでない。
また、ガラス基板は無アルカリガラス基板であることが好ましい。無アルカリガラス基板
には、例えば、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケ
イ酸ガラスなどのガラス材料が用いられている。
【００３８】
なお、ベース基板１００として、ガラス基板の他、セラミック基板、石英基板やサファイ
ア基板などの絶縁体でなる基板、珪素などの半導体でなる基板、金属やステンレスなどの
導電体でなる基板などを用いることもできる。なお、絶縁体ではない基板を用いる場合に
は、その表面が絶縁表面となっているものを用いることが望ましい。具体的には、例えば
、最表面に絶縁層が形成されており、当該絶縁層の厚さが５μｍより大きい基板を用いる
と良い。このような絶縁表面を有する基板を用いる場合には、導電層を設けることによる
ドレイン耐圧の向上の効果を、より有効に得ることができるためである。なお、上述の最
表面の絶縁層が薄い場合には、基板自身が導電層と同等の機能を果たす。つまり、導電層
を用いることによる効果は、絶縁体基板、ある程度の厚みを有する絶縁層を最表面に備え
た半導体基板、または、ある程度の厚みを有する絶縁層を最表面に備えた導電体基板に特
有のものともいえる。なお、本明細書等においては、上述の基板を全て含む概念として、
「絶縁表面を有する基板」等の称呼を用いる。
【００３９】
ベース基板１００上には、導電層１０２を形成する（図３（Ａ）参照）。導電層１０２の
形成方法は特に限定されないが、例えば、スパッタリング法、真空蒸着法などを用いるこ
とができる。導電層１０２は、アルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔ
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ｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（
Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネオジム（Ｎｄ）、ニオブ（Ｎｂ
）、クロム（Ｃｒ）、セリウム（Ｃｅ）などの金属、またはこれらの金属を主成分とする
合金、またはこれらの金属を成分とする窒化物を用いて形成することができる。インジウ
ム錫酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：ＩＴＯ）、酸化珪素を含むインジウム
錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等の導電性酸化物や、導電性を付与する不純
物元素を添加したシリコンなどを用いて形成しても良い。なお、導電層１０２は単層構造
としても良いし、積層構造としても良い。
【００４０】
そして、導電層１０２上には絶縁層１０４を形成する（図３（Ａ）参照）。絶縁層１０４
の形成方法は特に限定されないが、例えば、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法などを
用いることができる。絶縁層１０４は、貼り合わせに係る表面を有する層であるから、そ
の表面が、高い平坦性を有するように形成されることが好ましい。絶縁層１０４は、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒
化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどから選ばれた一また
は複数の材料を用いて形成することができる。例えば、酸化珪素を用いて絶縁層１０４を
形成する場合には、有機シランガスを用いて化学気相成長法により形成することで極めて
平坦性に優れた絶縁層１０４を得ることができる。なお、絶縁層１０４は単層構造として
も良いし、積層構造としても良い。
【００４１】
なお、本明細書等において、酸化窒化物とは、その組成において、窒素よりも酸素の含有
量（原子数）が多いものを示し、例えば、酸化窒化シリコンとは、酸素が５０原子％以上
７０原子％以下、窒素が０．５原子％以上１５原子％以下、シリコンが２５原子％以上３
５原子％以下、水素が０．１原子％以上１０原子％以下の範囲で含まれるものをいう。ま
た、窒化酸化物とは、その組成において、酸素よりも窒素の含有量（原子数）が多いもの
を示し、例えば、窒化酸化シリコンとは、酸素が５原子％以上３０原子％以下、窒素が２
０原子％以上５５原子％以下、シリコンが２５原子％以上３５原子％以下、水素が１０原
子％以上２５原子％以下の範囲で含まれるものをいう。但し、上記範囲は、ラザフォード
後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｏｍｅｔｒｙ）や、水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　
Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて測定した場合のものである。また、構成元素の含有比率
の合計は１００原子％を超えない。
【００４２】
次に、ボンド基板１１０を用意する（図３（Ｂ）参照）。ボンド基板１１０としては、例
えば、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シリコンなどの第１４属元
素でなる半導体基板を用いることができる。もちろん、ガリウムヒ素、インジウムリンな
どの化合物半導体でなる基板を用いてもよい。また、ボンド基板１１０としては単結晶半
導体基板を用いることが好ましいが、多結晶半導体基板その他の半導体基板を用いても良
い。本実施の形態においては、ボンド基板１１０として、単結晶シリコン基板を用いるこ
ととする。ボンド基板１１０のサイズに制限は無いが、例えば、直径が８インチ（２００
ｍｍ）、１２インチ（３００ｍｍ）、１８インチ（４５０ｍｍ）といったサイズの半導体
基板を用いることができる。また、円形の半導体基板を、矩形に加工して用いても良い。
なお、本明細書等において、単結晶とは、結晶構造が一定の規則性を持って形成されてお
り、どの部分においても結晶軸が同じ方向を向いているものをいう。ただし、欠陥の多少
については問わない。
【００４３】
ボンド基板１１０には、イオンを添加することにより、脆化領域１１２を形成する（図３
（Ｂ）参照）。より具体的には、例えば、電界で加速されたイオンでなるイオンビームを
照射して、ボンド基板１１０の表面から所定の深さの領域に脆化領域１１２を形成する。
脆化領域１１２が形成される深さは、イオンビームの加速エネルギーやイオンビームの入
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射角によって制御される。なお、脆化領域１１２は、イオンの平均侵入深さと同程度の深
さの領域に形成されることになる。
【００４４】
上述の脆化領域１１２が形成される深さにより、ボンド基板１１０から分離される半導体
層の厚さが決定される。脆化領域１１２が形成される深さは、ボンド基板１１０の表面か
ら５０ｎｍ以上１μｍ以下であり、好ましくは５０ｎｍ以上３００ｎｍ以下である。
【００４５】
イオンをボンド基板１１０に添加する際には、イオン注入装置またはイオンドーピング装
置を用いることができる。イオン注入装置は、ソースガスを励起してイオン種を生成し、
生成されたイオン種を質量分離して、所定の質量を有するイオン種を被処理物に照射する
。イオンドーピング装置は、プロセスガスを励起してイオン種を生成し、生成されたイオ
ン種を質量分離せずに被処理物に照射する。なお、質量分離装置を備えているイオンドー
ピング装置では、イオン注入装置と同様に、質量分離を伴うイオンの照射を行うこともで
きる。
【００４６】
イオンドーピング装置を用いる場合の脆化領域１１２の形成工程は、例えば、以下の条件
で行うことができる。
・加速電圧　１０ｋＶ以上１００ｋＶ以下（好ましくは３０ｋＶ以上８０ｋＶ以下）
・ドーズ量　１×１０１６／ｃｍ２以上４×１０１６／ｃｍ２以下
・ビーム電流密度　２μＡ／ｃｍ２以上（好ましくは５μＡ／ｃｍ２以上、より好ましく
は１０μＡ／ｃｍ２以上）
【００４７】
イオンドーピング装置を用いる場合、ソースガスとして水素を含むガスを用いることがで
きる。該ガスを用いることによりイオン種としてＨ＋、Ｈ２

＋、Ｈ３
＋を生成することが

できる。水素ガスをソースガスとして用いる場合には、Ｈ３
＋を多く照射することが好ま

しい。具体的には、イオンビームに、Ｈ＋、Ｈ２
＋、Ｈ３

＋の総量に対してＨ３
＋イオン

が７０％以上含まれるようにすることが好ましい。また、Ｈ３
＋イオンの割合を８０％以

上とすることがより好ましい。このようにＨ３
＋の割合を高めておくことで、脆化領域１

１２に１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上の濃度で水素を含ませることが可能である。
これにより、脆化領域１１２における分離が容易になる。また、Ｈ３

＋イオンを多く照射
することで、Ｈ＋、Ｈ２

＋を照射する場合より短時間で脆化領域１１２を形成することが
できる。また、Ｈ３

＋を用いることで、イオンの平均侵入深さを浅くすることができるた
め、脆化領域１１２を浅い領域に形成することが可能になる。
【００４８】
イオン注入装置を用いる場合には、質量分離により、Ｈ３

＋イオンが照射されるようにす
ることが好ましい。もちろん、Ｈ＋やＨ２

＋を照射してもよい。ただし、イオン注入装置
を用いる場合には、イオン種を選択して照射するため、イオンドーピング装置を用いる場
合と比較して、イオン照射の効率が低下する場合がある。
【００４９】
イオン照射工程のソースガスには水素を含むガスの他に、ヘリウムやアルゴンなどの希ガ
ス、フッ素ガスや塩素ガスに代表されるハロゲンガス、フッ素化合物ガス（例えば、ＢＦ

３）などのハロゲン化合物ガスから選ばれた一種または複数種類のガスを用いることがで
きる。ソースガスにヘリウムを用いる場合は、質量分離を行わないことで、Ｈｅ＋イオン
の割合が高いイオンビームを作り出すことができる。このようなイオンビームを用いるこ
とで、脆化領域１１２を効率よく形成することができる。
【００５０】
また、イオンの照射を複数回に分けて行うことで、脆化領域１１２を形成することもでき
る。この場合、ソースガスを異ならせてイオン照射を行っても良いし、同じソースガスを
用いてもよい。例えば、ソースガスとして希ガスを用いてイオン照射を行った後、水素を
含むガスをソースガスとして用いてイオン照射を行うことができる。また、初めにハロゲ
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ンガスまたはハロゲン化合物ガスを用いてイオン照射を行い、次に、水素を含むガスを用
いてイオン照射を行うこともできる。
【００５１】
なお、上述のイオンの照射工程前に、ボンド基板１１０の表面に保護絶縁層として機能す
る絶縁層を形成しても良い。もちろん、当該絶縁層を設けない構成とすることもできるが
、後のイオン照射の際のボンド基板１１０の汚染やボンド基板１１０の表面の損傷を防ぐ
ためには、絶縁層を設けることが好ましい。絶縁層の厚さは１０ｎｍ以上４００ｎｍ以下
とすると良い。また、絶縁層の形成方法、材料、構造等は絶縁層１０４に関する記載を参
酌すればよい。上述の絶縁層は、イオンの照射工程後には除去しても良いし、そのまま残
存させても良い。
【００５２】
ボンド基板１１０上には絶縁層１１４を形成する（図３（Ｂ）参照）。絶縁層１１４の形
成方法、材料、構造等は絶縁層１０４に関する記載を参酌すればよい。なお、絶縁層１０
４と絶縁層１１４は同じ物である必要はない。
【００５３】
なお、本実施の形態においては、ベース基板１００側に絶縁層１０４を形成し、ボンド基
板１１０側に絶縁層１１４を形成する場合について説明しているが、開示する発明の一態
様はこれに限定されない。貼り合わせの際に、少なくとも、ボンド基板１１０の表面と、
導電層１０２の表面とが直接接触しない構成であれば、これら絶縁層の構成は特に限定さ
れない。例えば、ベース基板１００側のみに絶縁層を設けても良いし、ボンド基板１１０
側のみに絶縁層を設けても良い。
【００５４】
開示する発明の一態様をより効果的なものとするためには、上記絶縁層を厚くし過ぎない
ことが望ましい。絶縁層を厚くし過ぎると、導電層１０２による効果が低下するためであ
る。なお、絶縁層の厚さは、後に形成される半導体層と導電層１０２との間隔と同様の意
味を有する。例えば、半導体層と導電層１０２との間隔が５μｍ以下となるように絶縁層
を形成することが望ましい。
【００５５】
なお、上記イオンの照射工程（脆化領域１１２の形成工程）は、絶縁層１１４の形成前ま
たは形成後のいずれにおいて行っても良い。
【００５６】
その後、ベース基板１００とボンド基板１１０を貼り合わせる（図３（Ｃ）参照）。具体
的には、絶縁層１０４および絶縁層１１４を介してベース基板１００とボンド基板１１０
を貼り合わせる。なお、貼り合わせに係る絶縁層１０４および絶縁層１１４の表面は、超
音波洗浄などの方法で洗浄することが望ましい。絶縁層１０４の表面と絶縁層１１４の表
面とを接触させた後、加圧処理を施すことで、ベース基板１００とボンド基板１１０の貼
り合わせが実現される。なお、貼り合わせのメカニズムとしては、ファン・デル・ワール
ス力が関与するメカニズムや、水素結合が関与するメカニズムなどが考えられている。
【００５７】
なお、貼り合わせに係る表面を酸素プラズマまたはオゾンで処理することにより、その表
面を親水性にしても良い。この処理によって、貼り合わせ表面に水酸基が付加されるため
、貼り合わせ界面に水素結合を形成することができる。
【００５８】
上記貼り合わせ後には、貼り合わせられたベース基板１００およびボンド基板１１０に対
して熱処理を施して、貼り合わせを強固なものとすると良い。この際の加熱温度は、脆化
領域１１２における分離が進行しない温度とする必要がある。例えば、４００℃未満、好
ましくは３００℃以下とする。熱処理時間については特に限定されず、処理時間と貼り合
わせ強度との関係から最適な条件を適宜設定すればよい。例えば、２００℃、２時間の熱
処理を施すことができる。なお、貼り合わせに係る領域にマイクロ波などを照射して、該
領域のみを局所的に加熱することも可能である。貼り合わせ強度に問題がない場合には、
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上記熱処理は省略すれば良い。
【００５９】
次に、ボンド基板１１０を、脆化領域１１２において、半導体層１２０と半導体基板１２
２とに分離する（図３（Ｄ）参照）。ボンド基板１１０の分離は、熱処理により行う。該
熱処理の温度は、ベース基板１００の耐熱温度を目安に行うことができる。例えば、ベー
ス基板１００としてガラス基板を用いる場合には、熱処理の温度は４００℃以上７５０℃
以下とすることが好ましい。ただし、ガラス基板の耐熱性が許すのであればこの限りでは
ない。なお、本実施の形態においては、６００℃、２時間の熱処理を施すこととする。
【００６０】
上述のような熱処理を行うことにより、脆化領域１１２に形成された微小な空孔の体積変
化が生じ、脆化領域１１２に亀裂が生ずる。その結果、脆化領域１１２に沿ってボンド基
板１１０が分離する。これにより、ベース基板１００上にはボンド基板１１０から分離さ
れた半導体層１２０が残存することになる。また、この熱処理で、貼り合わせに係る界面
が加熱されるため、当該界面に共有結合が形成され、貼り合わせを一層強固なものとする
ことができる。
【００６１】
上述のようにして形成された構造体（以下、単に「半導体基板」と呼ぶ）において、半導
体層１２０の表面には、分離工程やイオン照射工程に起因する欠陥が存在し、また、その
平坦性は損なわれている。そのため、半導体層１２０の欠陥を低減させる処理、または、
半導体層１２０の表面の平坦性を向上させる処理を行う。
【００６２】
本実施の形態において、半導体層１２０の欠陥の低減、および、平坦性の向上は、半導体
層１２０にレーザー光１３０を照射することで実現される（図３（Ｅ）参照）。レーザー
光１３０を半導体層１２０に照射することで、半導体層１２０が溶融し、その後の冷却、
固化によって、欠陥が低減され、表面の平坦性が向上した半導体層が得られるのである。
本実施の形態においては、レーザー光１３０を用いているため、ベース基板１００が直接
加熱されない。つまり、ベース基板１００の温度上昇を抑えることができる。このため、
ガラス基板のような耐熱性の低い基板をベース基板１００に用いることが可能である。も
ちろん、ベース基板の耐熱温度の範囲内における加熱を行っても良い。ベース基板を加熱
することにより、比較的低いエネルギー密度のレーザー光を用いる場合であっても、欠陥
の低減を効果的に進めることができる。
【００６３】
なお、レーザー光１３０の照射による半導体層１２０の溶融は、部分溶融とすることが好
ましい。完全溶融させた場合には、液相となった後の無秩序な核発生により微結晶化する
可能性が高いためである。一方で、部分溶融させる場合には、溶融されていない固相部分
から結晶成長が進行する。これにより、所定の結晶性を保ったまま、半導体層中の欠陥を
減少させることができる。ここで、完全溶融とは、半導体層１２０が下部界面付近まで溶
融されて、液体状態になることをいう。他方、部分溶融とは、この場合、半導体層１２０
の上部は溶融して液相となるが、下部は溶融せずに固相のままであることをいう。
【００６４】
上記レーザー光の照射には、パルス発振レーザー光を用いることが好ましい。これは、瞬
間的に高エネルギーのレーザー光を発振することができ、部分溶融状態を作り出すことが
容易となるためである。発振周波数は、１Ｈｚ以上１０ＭＨｚ以下程度とすることが好ま
しい。より好ましくは、１０Ｈｚ以上１ＭＨｚ以下である。上述のパルス発振レーザー光
の発振器としては、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザー、エキシマ（ＡｒＦ、ＫｒＦ、ＸｅＣｌ
）レーザー、ＣＯ２レーザー、ＹＡＧレーザー、ＹＶＯ４レーザー、ＹＬＦレーザー、Ｙ
ＡｌＯ３レーザー、ＧｄＶＯ４レーザー、Ｙ２Ｏ３レーザー、ルビーレーザー、アレキサ
ンドライトレーザー、Ｔｉ：サファイアレーザー、銅蒸気レーザー、金蒸気レーザーなど
を用いることができる。なお、部分溶融させるためにはパルス発振レーザー光を用いるこ
とが好ましいが、これに限定して解釈する必要はない。すなわち、連続発振レーザー光の
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使用を除外するものではない。なお、連続発振レーザー光の発振器には、Ａｒレーザー、
Ｋｒレーザー、ＣＯ２レーザー、ＹＡＧレーザー、ＹＶＯ４レーザー、ＹＬＦレーザー、
ＹＡｌＯ３レーザー、ＧｄＶＯ４レーザー、Ｙ２Ｏ３レーザー、ルビーレーザー、アレキ
サンドライトレーザー、Ｔｉ：サファイアレーザー、ヘリウムカドミウムレーザーなどが
ある。
【００６５】
レーザー光１３０の波長は、半導体層１２０に吸収される波長とする必要がある。具体的
な波長は、レーザー光の表皮深さ（ｓｋｉｎ　ｄｅｐｔｈ）などを考慮して決定すればよ
い。例えば、半導体層１２０が単結晶シリコンの場合、２５０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の
波長を用いると良い。また、レーザー光１３０のエネルギー密度は、レーザー光１３０の
波長、レーザー光の表皮深さ、半導体層１２０の膜厚などを考慮して決定することができ
る。具体的には、例えば、３００ｍＪ／ｃｍ２以上８００ｍＪ／ｃｍ２以下の範囲とすれ
ばよい。なお、上記エネルギー密度の範囲は、パルス発振レーザーとしてＸｅＣｌエキシ
マレーザー（波長：３０８ｎｍ）を用いた場合の一例である。
【００６６】
レーザー光１３０の照射は、大気雰囲気のような酸素を含む雰囲気、または窒素雰囲気の
ような不活性雰囲気で行うことができる。不活性雰囲気中でレーザー光１３０を照射する
には、気密性のあるチャンバー内でレーザー光１３０を照射し、このチャンバー内の雰囲
気を制御すればよい。チャンバーを用いない場合は、レーザー光１３０の被照射面に窒素
ガスなどの不活性ガスを吹き付けることで、窒素雰囲気を形成することもできる。
【００６７】
なお、窒素などの不活性雰囲気で行うほうが、大気雰囲気よりも半導体層１２０の平坦性
を向上させる効果は高い。また、大気雰囲気よりも不活性雰囲気のほうがクラックやリッ
ジの発生を抑制する効果が高く、レーザー光１３０の使用可能なエネルギー密度の範囲が
広くなる。なお、レーザー光１３０の照射は、真空中で行ってもよい。真空中でレーザー
光１３０を照射した場合には、不活性雰囲気における照射と同等の効果を得ることができ
る。
【００６８】
上述のようにレーザー光１３０を照射した後には、半導体層の膜厚を小さくする薄膜化工
程を行っても良い。半導体層の薄膜化には、ドライエッチング処理またはウエットエッチ
ング処理の一方、または双方を組み合わせたエッチング処理を適用すればよい。例えば、
半導体層がシリコンからなる場合、ＳＦ６と０２をプロセスガスに用いたドライエッチン
グ処理で、半導体層を薄くすることができる。
【００６９】
なお、エッチング処理のタイミングは上記のものに限定する必要はない。例えば、レーザ
ー光の照射前にエッチング処理を行ってもよい。この場合には、エッチング処理により半
導体層表面の凹凸や欠陥をある程度低減することができる。また、レーザー光の照射前お
よび照射後の両方に上記処理を適用しても良い。また、レーザー光の照射と上記処理を交
互に繰り返しても良い。このように、レーザー光の照射とエッチング処理を組み合わせて
用いることにより、半導体層表面の凹凸、欠陥等を効果的に低減することができる。もち
ろん、上述のエッチング処理や加熱処理などを常に用いる必要はない。また、必要がなけ
れば、レーザー光の照射処理自体を省略することもできる。
【００７０】
以上により、半導体層１４０の下部に導電層１０２を有する半導体基板を作製することが
できる（図３（Ｆ）参照）。
【００７１】
次に、上記の半導体基板を用いた半導体装置の作製方法について、図４および図５を参照
して説明する。ここでは、一例として、大電圧、大電流などの用途に用いられるトランジ
スタを含む半導体装置の作製方法について説明することとする。
【００７２】
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図４（Ａ）は、上述の半導体基板の一部を拡大した断面図に相当する。図４（Ａ）から分
かるように、ベース基板１００と絶縁層１０４との間には、導電層１０２が存在している
。
【００７３】
半導体層１４０には、トランジスタのしきい値電圧を制御するために、硼素、アルミニウ
ム、ガリウムなどのｐ型を付与する不純物、または、リン、砒素などのｎ型を付与する不
純物を添加しても良い。不純物を添加する領域、および添加する不純物の種類は、適宜変
更することができる。例えば、ｎチャネル型トランジスタを形成する場合にはｐ型を付与
する不純物を添加し、ｐチャネル型トランジスタを形成する場合にはｎ型を付与する不純
物を添加することができる。
【００７４】
上記半導体層１４０に対してエッチング処理を施すことにより、半導体層１４０を島状に
分離して島状の半導体層１５０を形成する（図４（Ｂ）参照）。なお、エッチング処理は
ウエットエッチング処理としても良いし、ドライエッチング処理としても良い。
【００７５】
次に、半導体層１５０を覆うように、ゲート絶縁層１５２を形成する（図４（Ｃ）参照）
。ゲート絶縁層１５２は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シ
リコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミ
ニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタルなどから選ばれた一または複数の材料を用いて形
成することができる。ゲート絶縁層１５２の形成方法は特に限定されないが、例えば、ス
パッタリング法、プラズマＣＶＤ法などを用いることができる。高密度プラズマ処理によ
る酸化または窒化、熱酸化などの方法によってゲート絶縁層１５２を形成しても良い。こ
こでは、プラズマＣＶＤ法を用いて、酸化シリコンによりゲート絶縁層１５２を形成する
。
【００７６】
次に、ゲート絶縁層１５２上に導電層を形成した後、該導電層を所定の形状に加工（パタ
ーニング）することで、半導体層１５０の上方にゲート電極１５４を形成する（図４（Ｄ
）参照）。導電層の形成にはＣＶＤ法、スパッタリング法等を用いることができる。導電
層は、タンタル、タングステン、チタン、モリブデン、アルミニウム、銅、クロム、ニオ
ブ等の金属を用いて形成することができる。また、上記金属を主成分とする合金を用いて
も良いし、上記金属を含む化合物を用いても良い。または、導電性を付与する不純物元素
を添加したシリコンなどを用いて形成しても良い。
【００７７】
なお、本実施の形態ではゲート電極１５４を単層の導電層で形成しているが、開示する発
明の一態様に係る半導体装置はこれに限定されない。ゲート電極１５４を２層構造とする
場合には、例えば、モリブデン、チタン、窒化チタン等を下層に用い、上層にはアルミニ
ウムなどを用いればよい。３層構造の場合には、モリブデンとアルミニウムとモリブデン
の積層構造や、チタンとアルミニウムとチタンの積層構造などを採用するとよい。また、
４層以上の積層構造としても良い。
【００７８】
次に、ゲート電極１５４をマスクとして、一導電型を付与する不純物元素を半導体層１５
０に添加する。これにより、低濃度不純物領域１５６および低濃度不純物領域１５８が形
成される（図５（Ａ）参照）。ここでは、低濃度不純物領域１５６および低濃度不純物領
域１５８における不純物濃度が、５×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３～１×１０１８ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ３程度となるように不純物元素を添加する。なお、本実施の形態では、半導体
層１５０にｎ型を付与する不純物元素（例えばリンやヒ素など）を添加する場合について
説明するが、開示する発明の一態様はこれに限定されない。半導体層１５０にｐ型を付与
する不純物元素（例えばボロンなど）を添加しても良い。なお、ｐ型を付与する不純物元
素を添加する場合には、ｎ型を付与する不純物元素を添加する場合とは適切な不純物濃度
の範囲が異なる場合がある。
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【００７９】
次に、低濃度不純物領域１５８の一部と重畳するようにマスク１６０を形成する（図５（
Ｂ）参照）。マスク１６０は、例えば、フォトマスクを用いてレジスト材料を露光、現像
することにより形成することができる。ここで、マスク１６０は、少なくとも低濃度不純
物領域１５８のうちの、ゲート電極１５４下部の半導体層と隣接する領域と重畳するよう
に形成される。
【００８０】
そして、ゲート電極１５４およびマスク１６０をマスクとして用いて、一導電型を付与す
る不純物元素を半導体層に添加する。これにより、高濃度不純物領域１６２および高濃度
不純物領域１６４が形成されると共に、低濃度不純物領域１６６およびチャネル形成領域
１６８が形成される（図５（Ｂ）参照）。ここでは、高濃度不純物領域１６２および高濃
度不純物領域１６４における不純物濃度が、１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３～１×１０
２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３程度となるように不純物元素を添加する。なお、本実施の形態に
おいては、低濃度不純物領域１６６は、チャネル形成領域１６８および高濃度不純物領域
１６４に隣接している。また、該工程の後に、マスク１６０は除去される。
【００８１】
次に、半導体層１５０、ゲート絶縁層１５２、ゲート電極１５４などを覆うように絶縁層
１７０を形成する（図５（Ｃ）参照）。絶縁層１７０は、例えば、酸化珪素、窒化珪素、
酸化窒化珪素、窒化酸化珪素、窒化アルミニウム、酸化アルミニウムなどの材料を用いて
形成することができる。また、ポリイミド、アクリル、ベンゾシクロブテン、ポリアミド
、エポキシ等の耐熱性を有する有機材料を用いて形成してもよい。なお、絶縁層１７０は
必須の構成ではないから、不要な場合には設けなくとも良い。
【００８２】
次に、ゲート絶縁層１５２および絶縁層１７０を選択的にエッチングして、高濃度不純物
領域１６２および高濃度不純物領域１６４に達するコンタクトホールを形成する。そして
、該コンタクトホールを通じて、半導体層１５０の高濃度不純物領域１６２と電気的に接
続する電極１７２、および半導体層１５０の高濃度不純物領域１６４と電気的に接続する
電極１７４を形成する（図５（Ｄ）参照）。なお、コンタクトホールを形成する際には、
ウエットエッチング処理またはドライエッチング処理のいずれを用いても良い。
【００８３】
電極１７２および電極１７４は、例えば、スパッタリング法や真空蒸着法などによって形
成した導電層を選択的にエッチングすることにより形成することができる。また、電極１
７２および電極１７４は、アルミニウム、タングステン、チタン、タンタル、モリブデン
、ニッケル、白金、銅、金、銀、マンガン、ネオジム、炭素、珪素等の材料、またはこれ
らの材料を主成分とする合金、化合物などを用いて形成することができる。なお、電極１
７２および電極１７４は、単層構造としても良いし、積層構造としても良い。
【００８４】
電極１７２および電極１７４に用いることができる合金の例としては、アルミニウムを主
成分として、ニッケルを含むものが挙げられる。また、アルミニウムを主成分として、ニ
ッケルと、炭素または珪素の一方または両方を含むものを挙げることができる。アルミニ
ウムやアルミニウムシリコン（Ａｌ－Ｓｉ）は抵抗値が低く、安価であるため、電極１７
２および電極１７４を形成する材料として適している。特に、アルミニウムシリコンは、
ヒロックの発生を抑制することができるため好ましい。また、珪素の代わりに、アルミニ
ウムに０．５％程度のＣｕを混入させた材料を用いても良い。
【００８５】
電極１７２および電極１７４を積層構造とする場合には、例えば、バリア膜とアルミニウ
ムシリコン膜とバリア膜の積層構造、バリア膜とアルミニウムシリコン膜と窒化チタン膜
とバリア膜の積層構造などを採用するとよい。なお、バリア膜とは、チタン、チタンの窒
化物、モリブデン、モリブデンの窒化物などを用いて形成された膜である。バリア膜の間
にアルミニウムシリコン膜を挟むようにすると、ヒロックの発生をより一層抑制すること
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ができる。また、還元性の高い元素であるチタンを用いてバリア膜を形成すると、半導体
層１５０の表面などに薄い酸化膜が形成されている場合であっても、バリア膜に含まれる
チタンが該酸化膜を還元し、半導体層と電極とのコンタクトを良好なものとすることがで
きる。
【００８６】
以上により、大電圧、大電流などの用途に用いられるトランジスタ１８０を含む半導体装
置を作製することができる。
【００８７】
本実施の形態において開示するように、半導体層の下部に導電層を設けることで、低濃度
不純物領域における不純物濃度を低下させることなく、低濃度不純物領域における電界を
緩和し、ドレイン耐圧を向上させることができる。つまり、オン電流を確保しつつ、ドレ
イン耐圧を向上した半導体装置を提供することができる。
【００８８】
（実施の形態２）
本実施の形態では、半導体装置に用いることができる半導体基板の作製方法の別の一例に
ついて説明する。なお、本実施の形態における半導体基板の作製方法は、先の実施の形態
において図３を参照して説明した半導体基板の作製方法と共通する部分が多い。このため
、本実施の形態においては、主に先の実施の形態と相違する部分についてのみ図６を参照
して説明することとする。
【００８９】
まず、ベース基板１００を用意する（図６（Ａ）参照）。ベース基板１００の詳細は、先
の実施の形態を参酌することができる。ベース基板１００上には、絶縁層１０４を形成す
る（図６（Ａ）参照）。絶縁層１０４の詳細についても、先の実施の形態を参酌すること
ができる。
【００９０】
次に、ボンド基板１１０を用意する（図６（Ｂ）参照）。ボンド基板１１０の詳細は、先
の実施の形態を参酌すればよい。
【００９１】
ボンド基板１１０には、イオンを添加することにより、脆化領域１１２を形成する（図６
（Ｂ）参照）。脆化領域１１２の詳細についても、先の実施の形態を参酌することができ
る。
【００９２】
なお、イオンの照射工程前に、ボンド基板１１０の表面に保護絶縁層として機能する絶縁
層を形成しても良い。もちろん、当該絶縁層を設けない構成とすることもできるが、後の
イオン照射の際のボンド基板１１０の汚染やボンド基板１１０の表面の損傷を防ぐために
は、絶縁層を設けることが好ましい。絶縁層の詳細についても、先の実施の形態を参酌す
ることができる。
【００９３】
ボンド基板１１０上には絶縁層１９０、導電層１９２、および絶縁層１１４を積層して形
成する（図６（Ｂ）参照）。絶縁層１９０および絶縁層１１４の形成方法、材料、構造等
は、先の実施の形態における絶縁層１０４に関する記載などを参酌すればよい。なお、絶
縁層１９０は貼り合わせに係る層ではないから、絶縁層１０４や絶縁層１１４と同等の平
坦性を有している必要はない。また、絶縁層１０４と絶縁層１１４は同じ物である必要は
ない。導電層１９２の詳細については、先の実施の形態の導電層１０２に関する記載を参
酌することができる。
【００９４】
なお、本実施の形態においては、ベース基板１００側に絶縁層１０４を形成し、ボンド基
板１１０側に絶縁層１１４を形成する場合について説明しているが、開示する発明の一態
様はこれに限定されない。例えば、ベース基板１００側のみに絶縁層を設けても良いし、
ボンド基板１１０側のみに絶縁層を設けても良い。
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【００９５】
開示する発明の一態様をより効果的なものとするためには、上記絶縁層１９０を厚くし過
ぎないことが望ましい。絶縁層１９０を厚くし過ぎると、導電層１９２による効果が低下
するためである。なお、絶縁層１９０の厚さは、後に形成される半導体層と導電層１９２
との間隔と同様の意味を有している。例えば、半導体層と導電層１９２との間隔が５μｍ
以下となるように絶縁層を形成することが望ましい。
【００９６】
その後、ベース基板１００とボンド基板１１０を貼り合わせる（図６（Ｃ）参照）。貼り
合わせの詳細については、先の実施の形態を参酌することができる。
【００９７】
次に、ボンド基板１１０を、脆化領域１１２において、半導体層１２０と半導体基板１２
２とに分離する（図６（Ｄ）参照）。ボンド基板１１０の分離の詳細についても、左記の
実施の形態を参酌することができる。
【００９８】
上述のようにして形成された構造体（以下、単に「半導体基板」と呼ぶ）において、半導
体層１２０の表面には、分離工程やイオン照射工程に起因する欠陥が存在し、また、その
平坦性は損なわれている。そのため、半導体層１２０の欠陥を低減させる処理、または、
半導体層１２０の表面の平坦性を向上させる処理を行う。
【００９９】
本実施の形態において、半導体層１２０の欠陥の低減、および、平坦性の向上は、半導体
層１２０にレーザー光１３０を照射することで実現される（図６（Ｅ）参照）。詳細につ
いては先の実施の形態を参酌することができる。また、欠陥や表面の平坦性の問題が深刻
でない場合には、レーザー光の照射処理自体を省略しても良い。
【０１００】
以上により、半導体層１４０の下部に導電層１９２を有する半導体基板を作製することが
できる（図６（Ｆ）参照）。
【０１０１】
本実施の形態では、ベース基板１００側に導電層を設ける代わりに、ボンド基板１１０側
に導電層を設ける場合について説明した。このように、最終的な半導体基板として、半導
体層の下部に導電層が存在する構造を得ることができれば、どのような方法で作製した半
導体基板を用いたとしても、開示する発明の一態様に係る効果を得ることができる。つま
り、半導体基板の作製方法は、上述の方法に限定する必要はないと言える。
【０１０２】
なお、本実施の形態は先の実施の形態と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１０３】
（実施の形態３）
本実施の形態では、先の実施の形態と異なる半導体装置およびその作製方法の一例に関し
て図７乃至図９を参照して説明する。より具体的には、図７を用いて半導体装置の一例で
あるトランジスタについて説明し、図８を用いて、半導体装置に用いる半導体基板の作製
方法について説明し、図９を用いて半導体装置の一例であるトランジスタの作製方法につ
いて説明する。なお、本実施の形態におけるトランジスタは、先の実施の形態において説
明したトランジスタと共通する部分が多い。このため、本実施の形態においては、主に先
の実施の形態と相違する部分についてのみ図面を参照して説明することとする。
【０１０４】
図７には、半導体装置の一例であるトランジスタを示す。ここで、図７（Ａ）は断面図で
あり、図７（Ｂ）は平面図である。なお、図７（Ａ）は図７（Ｂ）のＡ－Ｂにおける断面
を表している。また、図７（Ｂ）においては簡単のため、構成要素の一部を省略して表現
している。
【０１０５】
図７に示すトランジスタ２８０は、絶縁表面を有するベース基板１００上に形成されてい



(18) JP 2010-239123 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

る。ここで、トランジスタ２８０とベース基板１００との間には、ベース基板１００側か
ら順に、絶縁層１１４、導電層２０８、および絶縁層２０６が形成されている。
【０１０６】
トランジスタ２８０は、ゲート電極１５４、高濃度不純物領域１６２（第１の不純物領域
）、高濃度不純物領域１６４（第２の不純物領域）、低濃度不純物領域１６６（第３の不
純物領域）、チャネル形成領域１６８、電極１７２、電極１７４などを有する。ゲート電
極１５４は、ゲート絶縁層１５２を介してチャネル形成領域１６８に電圧を印加する機能
を有する。高濃度不純物領域１６２、高濃度不純物領域１６４、低濃度不純物領域１６６
、チャネル形成領域１６８はいずれも半導体材料を用いて形成される。素子特性の観点か
らは、単結晶半導体を用いることが好ましい。また、高濃度不純物領域１６２、高濃度不
純物領域１６４、低濃度不純物領域１６６には、一導電型を付与する不純物元素が添加さ
れている。なお、上記の高濃度不純物領域や低濃度不純物領域における不純物濃度は任意
であるが、トランジスタ２８０のオン電流を一定以上に保つという観点からは、低濃度不
純物領域１６６においても、ある程度の濃度で不純物元素が添加されていることが望まし
い。
【０１０７】
また、チャネル形成領域に不純物元素が添加されていても良い。例えば、上記の高濃度不
純物領域や低濃度不純物領域の導電型とは反対の導電型を付与する不純物元素を添加する
ことができる。もちろん、必要な場合には、上記の高濃度不純物領域や低濃度不純物領域
の導電型と同じ導電型を付与する不純物元素を添加しても良い。
【０１０８】
高濃度不純物領域１６２（第１の不純物領域）とチャネル形成領域１６８は隣接しており
、チャネル形成領域１６８は低濃度不純物領域１６６と隣接しており、低濃度不純物領域
１６６は高濃度不純物領域１６４と隣接している。さらに、高濃度不純物領域１６２は電
極１７２と電気的に接続しており、高濃度不純物領域１６４は電極１７４と電気的に接続
している。ここで、低濃度不純物領域はチャネル形成領域１６８と高濃度不純物領域１６
２との間に設けることもできるが、オン電流確保の観点からは、ドレインとして機能する
高濃度不純物領域側にのみ設けることが好ましい。
【０１０９】
なお、上記においては電極の称呼を用いているが、電極は配線の一部である場合があるか
ら、電極と配線との区別は便宜的な物に過ぎない。このように、電極または配線は同一物
を指す場合があるから、電極または配線をこれらの称呼に限定して解釈する必要はない。
【０１１０】
高濃度不純物領域１６２は、トランジスタ２８０のソース領域として機能し、電極１７２
はトランジスタ２８０のソース電極として機能する。また、高濃度不純物領域１６４は、
トランジスタ２８０のドレイン領域として機能し、電極１７４はトランジスタ２８０のド
レイン電極として機能する。高濃度不純物領域１６４とチャネル形成領域１６８の間に存
在する低濃度不純物領域１６６は、高濃度不純物領域１６４とチャネル形成領域１６８の
間の電界を緩和する機能を有している。このように、トランジスタ２８０では、低濃度不
純物領域１６６を設けることで、インパクトイオン化に起因するアバランシェ降伏を抑制
し、ドレイン耐圧を向上させている。
【０１１１】
さらに、本実施の形態のトランジスタ２８０では、半導体層の下部に導電層２０８を有し
ている。これにより、低濃度不純物領域１６６における電界の緩和をより好適に行うこと
が可能になる。
【０１１２】
また、トランジスタ２８０の下部の導電層２０８とチャネル形成領域１６８が電気的に接
続している。これにより、インパクトイオン化により生じる逆極性のキャリアを導電層２
０８を通じて排出することができる。例えば、ｎチャネル型トランジスタでは、インパク
トイオン化によって正孔（ホール）が生じ得るが、上述の構成を採用することにより、正
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孔を除去することができる。このため、インパクトイオン化に起因するアバランシェ降伏
を抑制し、トランジスタのドレイン耐圧を一層向上させることができる。
【０１１３】
以上のように、半導体層の下部に導電層２０８を設けることで電界の集中を低減すると共
に、逆極性キャリアに起因するドレイン耐圧の低下を防止して、トランジスタ２８０のド
レイン耐圧をより一層向上させることが可能である。
【０１１４】
なお、低濃度不純物領域における不純物濃度を低くする場合（例えば、１×１０１６ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３未満とする場合）には、チャネル形成領域と高濃度不純物領域との間に導
電性が比較的低い領域が形成されることになるから、導電層を形成しなくとも電界の集中
を緩和することが可能である。しかし、このように低濃度不純物領域における不純物濃度
を低くする場合には、トランジスタ動作時の抵抗が高まるため、オン電流が低下すること
になる。
【０１１５】
本明細書等において開示する発明の一態様では、半導体層の下部に半導体層と電気的に接
続する導電層２０８を設けることで、低濃度不純物領域における不純物濃度を低下させる
ことなくドレイン耐圧を向上させることができる。また、逆極性キャリアに起因する問題
を抑制することができる。つまり、絶縁表面を有する基板をベース基板として用いる場合
に生じる、オン電流の低下抑制とドレイン耐圧の向上の両立という課題を解決することが
でき、また、トランジスタのドレイン耐圧低下抑制の問題を解決することができる。なお
、オン電流の低下を抑制するためには、低濃度不純物領域の不純物濃度は、例えば、５×
１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上とすればよい。
【０１１６】
次に、半導体装置に用いる半導体基板の作製方法について図８を参照して説明する。具体
的には、ボンド基板１１０の加工方法について詳細に説明する。
【０１１７】
まず、ボンド基板１１０を用意する（図８（Ａ）参照）。ボンド基板１１０の詳細につい
ては、先の実施の形態を参酌できる。
【０１１８】
次に、ボンド基板１１０にイオンを添加（照射）することにより、脆化領域１１２を形成
する（図８（Ｂ）参照）。脆化領域１１２の形成の詳細については先の実施の形態を参酌
することができる。
【０１１９】
なお、イオンの照射工程の前に、ボンド基板１１０の表面に保護絶縁層として機能する絶
縁層を形成しても良い。もちろん、当該絶縁層を設けない構成とすることもできるが、後
のイオン照射の際のボンド基板１１０の汚染やボンド基板１１０の表面の損傷を防ぐため
には、絶縁層を設けることが好ましい。詳細については、先の実施の形態を参酌すればよ
い。
【０１２０】
脆化領域１１２を形成した後には、ボンド基板１１０の表面に導電層２００を形成する（
図８（Ｃ）参照）。導電層２００は、スパッタリング法や真空蒸着法などにより形成する
ことができる。詳細については、先の実施の形態の導電層１０２に関する記述を参酌すれ
ばよい。
【０１２１】
その後、導電層２００を所定の形状に加工（パターニング）することで、導電層２０２を
形成する（図８（Ｄ）参照）。
【０１２２】
そして、導電層２０２を覆うように絶縁層２０４を形成する（図８（Ｅ）参照）。絶縁層
２０４は、先の実施の形態の絶縁層１０４と同様にして形成することができる。
【０１２３】
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その後、絶縁層２０４を一部除去した絶縁層２０６を形成する（図８（Ｆ）参照）。絶縁
層２０６上には、後の接合に係る層を形成することになるため、平坦化処理を施しておく
ことが望ましい。平坦化処理の一例としては、エッチング処理（エッチバック処理）を挙
げることができる。該エッチング処理は、ドライエッチングまたはウエットエッチングの
いずれか一方を用いて行っても良いし、双方を組み合わせて用いても良い。また、上述の
エッチング処理に加えて、研磨（ＣＭＰなど）による平坦化処理を施しておいても良い。
もちろん、研磨のみを単独で用いても良い。
【０１２４】
なお、本実施の形態においては、導電層２０２の表面と絶縁層２０６の表面が同一平面上
に存在する構成を示しているが、これは、導電層２０２によって、後に形成される導電層
と半導体層とを電気的に接続させるためである。よって、導電層２０２がその機能を発揮
できる態様であれば、上述の構成に限定して解釈する必要はない。
【０１２５】
次に、導電層２０２および絶縁層２０６上に、導電層２０８および絶縁層１１４を形成す
る（図８（Ｇ）参照）。導電層２０８は、導電層２００と同様にして形成することができ
る。また、絶縁層１１４の詳細については、先の実施の形態を参酌すればよい。
【０１２６】
以上により、ボンド基板１１０を半導体基板の製造に用いる態様に加工することができる
。
【０１２７】
ベース基板とボンド基板との貼り合わせおよび分離による半導体基板の作製工程について
は、先の実施の形態（例えば、図３や図６に係る説明）を参酌することができる。
【０１２８】
次に、半導体装置の作製方法について、図９を参照して説明する。
【０１２９】
図９（Ａ）は、上述の加工工程を経たボンド基板を用いて作製された半導体基板の一部を
拡大した断面図に相当する。図９（Ａ）から分かるように、半導体層１４０の下部には導
電層２０８が存在し、これらは導電層２０２を介して電気的に接続されている。なお、図
９（Ａ）に示す半導体基板はベース基板１００側に絶縁層１０４を設けていないが、開示
する発明の一態様はこれに限定して解釈されない。
【０１３０】
半導体層１４０には、トランジスタのしきい値電圧を制御するために、硼素、アルミニウ
ム、ガリウムなどのｐ型を付与する不純物、または、リン、砒素などのｎ型を付与する不
純物を添加しても良い。不純物を添加する領域、および添加する不純物の種類は、適宜変
更することができる。例えば、ｎチャネル型トランジスタを形成する場合にはｐ型を付与
する不純物を添加し、ｐチャネル型トランジスタを形成する場合にはｎ型を付与する不純
物を添加することができる。
【０１３１】
上記半導体層１４０に対してエッチング処理を施すことにより、半導体層１４０を島状に
分離して島状の半導体層１５０を形成する。なお、エッチング処理はウエットエッチング
処理としても良いし、ドライエッチング処理としても良い。そして、半導体層１５０を覆
うように、ゲート絶縁層１５２を形成する。ゲート絶縁層１５２の詳細は先の実施の形態
を参酌することができる。
【０１３２】
次に、ゲート絶縁層１５２上に導電層を形成した後、該導電層を所定の形状に加工（パタ
ーニング）することで、半導体層１５０の上方にゲート電極１５４を形成する（図９（Ｂ
）参照）。ゲート電極１５４の詳細についても、先の実施の形態を参酌することができる
。
【０１３３】
次に、ゲート電極１５４をマスクとして用いて、一導電型を付与する不純物元素を半導体



(21) JP 2010-239123 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

層１５０に添加し、低濃度不純物領域を形成する。そして、低濃度不純物領域の一部と重
畳するようにマスクを形成した後、当該マスクを用いて一導電型を付与する不純物元素を
半導体層に添加する。これにより、高濃度不純物領域１６２および高濃度不純物領域１６
４が形成されると共に、低濃度不純物領域１６６およびチャネル形成領域１６８が形成さ
れる。
【０１３４】
次に、半導体層１５０、ゲート絶縁層１５２、ゲート電極１５４などを覆うように絶縁層
１７０を形成する（図９（Ｃ）参照）。絶縁層１７０については、先の実施の形態を参酌
することができる。
【０１３５】
次に、ゲート絶縁層１５２および絶縁層１７０を選択的にエッチングして、高濃度不純物
領域１６２および高濃度不純物領域１６４に達するコンタクトホールを形成する。そして
、該コンタクトホールを通じて、半導体層１５０の高濃度不純物領域１６２と電気的に接
続する電極１７２、および半導体層１５０の高濃度不純物領域１６４と電気的に接続する
電極１７４を形成する（図９（Ｄ）参照）。なお、コンタクトホールを形成する際には、
ウエットエッチング処理またはドライエッチング処理のいずれを用いても良い。また、電
極１７２および電極１７４の詳細については、先の実施の形態を参酌すればよい。
【０１３６】
以上により、大電圧、大電流などの用途に用いられるトランジスタ２８０を含む半導体装
置を作製することができる。
【０１３７】
本実施の形態において示すように、半導体層の下部に、半導体層と電気的に接続する導電
層を設けることで、低濃度不純物領域における電界を緩和すると共に、逆極性キャリアに
起因するアバランシェ降伏を抑制して、ドレイン耐圧を一層向上させることが可能である
。
【０１３８】
なお、本実施の形態は先の実施の形態と適宜組み合わせて用いることができる。
【符号の説明】
【０１３９】
１００　　ベース基板
１０２　　導電層
１０４　　絶縁層
１１０　　ボンド基板
１１２　　脆化領域
１１４　　絶縁層
１２０　　半導体層
１２２　　半導体基板
１３０　　レーザー光
１４０　　半導体層
１５０　　半導体層
１５２　　ゲート絶縁層
１５４　　ゲート電極
１５６　　低濃度不純物領域
１５８　　低濃度不純物領域
１６０　　マスク
１６２　　高濃度不純物領域
１６４　　高濃度不純物領域
１６６　　低濃度不純物領域
１６８　　チャネル形成領域
１７０　　絶縁層
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１７２　　電極
１７４　　電極
１８０　　トランジスタ
１９０　　絶縁層
１９２　　導電層
２００　　導電層
２０２　　導電層
２０４　　絶縁層
２０６　　絶縁層
２０８　　導電層
２８０　　トランジスタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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